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6.  ストレスチェック履歴一覧の確認 

過去に受検したストレスチェックの結果を確認できる他、医師等による面接指導対象者判

定結果を確認することができます。なお、面接指導対象者と判定された場合、面接指導の希

望の有無、ストレスチェック結果の教育委員会等への提供の同意/非同意を登録いただくこ

とになります。 

 

6-1. ストレスチェック履歴一覧の確認 

① ストレスチェック画面の「履歴一覧」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ストレスチェックの履歴一覧が表示され、項目とアイコンにより該当ストレスチェック

受検時のストレス状況を確認できます。受検履歴の表示件数は 5件、10件、15件から選

択できます。それ以降の履歴に関しては「＜」「＞」をクリックしてページを操作して確

認してください。 

 

 

  

「履歴一覧」をクリックすることでこれま
で受検したストレスチェックの結果を確
認できます。 

ストレスチェック受検履歴
の表示件数を指定できま
す。 

表示件数で設定した件

数を超えた場合、「＜」

「＞」をクリックすること

でページを操作するこ

とが可能です。 
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6-2. ストレスチェック結果詳細の確認 

① イベント名をクリックすることでその時のストレスチェックの結果詳細を確認できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イベント名をクリックすることでその

イベントで受検したストレスチェック

の結果を確認できます。 
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② ストレスプロフィールが開きます。ストレスチェック実施時の最後に表示されるものと

同じものとなります。 
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③ 医師等によるストレスチェックの面接指導対象者判定が行われ、対象者に該当すると下

記の通り画面下部に選択肢が表示されます。選択肢が表示され回答できる期間は ID 通

知書に記載されている 30 日間となっております。医師による判定はストレスチェック

受検期間終了後 1 週間以内に行われるため、受検期間終了後一週間を目安に判定結果の

確認を行うことをお勧めします。また、医師による面接指導を希望すると選択した際に

は自動的にストレスチェック結果情報の提供に同意したこととなります。 

 

 

  

医師による結果判定が行われるとスト
レスチェック結果画面に面接指導希望
の選択肢が表示されます。 

面接指導を希望する場合
は自動で結果の提供にも
同意したことになります。 

回答し終えたら「送信して一
覧に戻る」をクリックします。 

「希望する」「同意する」を選択してい
た場合は、以降選択を変更すること
ができなくなります。 
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※面接指導登録後のチェック変更に関して 

 

面接指導の希望登録を行った際に、面接指導希望に関しては「希望しない」、結果提供の同

意に関しては「同意しない」をチェックして登録していた場合は、面接希望申出期間であれ

ば、ストレスチェック結果画面にて「希望する」「同意する」にそれぞれ変更する事ができ

ます。 

「希望する」「同意する」をチェックして登録した場合は、その後「希望しない」「同意しな

い」に変更する事はできません。 

 

 

 

 

  

 

「希望しない」「同意しない」を選択している場
合は、それぞれ「希望する」「同意する」に変更
する事ができます。 

チェックをした後、「送信して一覧に
戻る」をクリックする事で登録されま
す。 


